
 

令和３年９月１３日  

 

 遠軽町議会議長 前 田 篤 秀 様  

 

議会運営委員会委員長 阿 部 君 枝  

 

議会運営委員会所管事務調査通知書  

本委員会は、次により所管事務について調査することに決定したので、遠軽町議会

会議規則第７３条第２項及び第７５条の規定により通知します。  

記  

１ 調査事項  

（１）議会（定例会・臨時会）の会期及び日程等の議会運営に関する事項  

（２）議会の会議規則及び委員会条例等に関する事項  

（３）議会運営に関する事項  

（４）議長の諮問に関する事項  

（５）その他議長において必要と認める事項  

２  方法  

閉会中の継続調査  

３  期間  

遠軽町議会委員会条例第３条第１項による任期満了日まで  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


